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１【提出理由】

　当社において、特定子会社の異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第19条第２項第３号の規定に基づき提出するものであります。

 

２【報告内容】

(1）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、出資の額及び事業の内容

名称　　　　　　　　　　渋谷第二任意組合

住所　　　　　　　　　　東京都港区赤坂八丁目４番14号

代表者の氏名　　　　　　業務執行組合員　株式会社青山財産ネットワークス　代表取締役　　蓮見　正純

組成日当初の出資総額　　15億円（共有持分150口）

事業の内容　　　　　　　不動産投資事業

 

(2）異動の前後における当社の100％子会社の所有に係る当該特定子会社の出資持分（口数）及び当該特定子会社の総出資持

分に対する割合

①　当社の100％子会社の所有に係る当該特定子会社の出資持分（口数）

異動前　　60口

異動後　　－口

 

②　当該特定子会社の総出資持分に対する割合

異動前　　40.0％

異動後　　　－％

 

(3）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由

　当社の100％子会社である株式会社青山綜合エステートが、民法上の任意組合である渋谷第二任意組合の組合財産に対す

る共有持分150分の60を譲渡したことにより、特定子会社の異動に該当するものであります。

 

②　異動の年月日

平成25年５月29日

 

以　上
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